
築指導課で所管 してお 1)、 法律 としては宅地造成等規制法、都市計画法

が関係 しているのだ とこ結論は建設指導課に確認 したところ、1舟l入道路

については町の同意がなくても許可は可能で安平町が所有 している 10m

掛ける 10mの エ リアの部分を、仮に安平町が砂利敷設等の造成に反対 し

た場合、つま り道路を作るような事について安平町が反対の場合で ■、

大型重機であるキヤタピラ等で相当回数通行するために自体力を
'警

して

大型車両が通行可能になるとい うふ うになるのであれば、これ |ま 法律Ξt

にクリアできるとい う結論です。

それか ら処理水の放流について、照会内容はずつと書いていまして、

最後の方結論だけ言います と、安平町の河川課 と胆振の建築指導課でI=

認 したところ、処理水の放流については問題のない とい う事だった とい

う事です。

それか ら、ここは処理水 と雨水の排水を 2つ に分けていまして、まず

処理水。 これは産廃施設か ら出る、いわゆる色んな不純物が混 じったも

のですが、それを処理 して放流できるような状態にしたものを処理水 と

いいますが、その処理水の方には問題がない とい う事で した。ただ し、

雨水の排水については、これは安平町の河川課 と胆振振興局で建設指導

課が問題あ りとしていると。 しか し、これについては防災調整池から河

川までの放流管がないので、簡単に言えばそれを付ければOKだ と。そ

ぅぃ うニュアンスの話で した。最終的にはその後 どうなったのかと.D

INSに なったので、こうい う審査が行われているのかどうかを知 ||た

くて議事録が欲 しいと思って関係の機関に確認 した ら、DINSi二 なつ

てからはその協議を開いていなぃ と。つま り簡単に言 うともう氏詈三二つ

いたのだとЭ法律的にですね。そ うい う扱いになっていると'′ミ:蓄 してお

ります。DINSに 関わる議事録がないので何 とも私は言えませんが、

そ うい う事です。

あと付け加えると 1つ ね。 これはもう1つ言わせて下さい、道路の関

係で.終わ ります直ぐ。いいですかO森本組 と関連の、言いたくもない

名前 も出したくない話だけどね。土を掘って違法 して売ってとい う時に

道路を使ったで しょ、町の道路をcそれについて当時の高山議員が質問

しているのです。 これ許可はどうなっているのかと。そ したらその時の

塩谷 さんも答弁 しています し、分けて答弁 していますね。その時の答弁

では、それは必要ないと言っているのです。これはその時のあれですよ、

答弁書、それから議事録を持っていますcつま り、一般町民も普通に通

行できる所だか ら届出は必要ない と言っているのだけど、今回の問題に

限っては届出が要ると言ったけど、振興局の方の検査会の方ではそれは
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